
□
身体障害者手帳、愛の手帳の住所変更
各種サービスの申請

・身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）
・受けるサービスによって健康保険証、前住所の区市町村発行の課税・
非課税証明書（所得証明書）等

△ ×

□
精神障害者保健福祉手帳の住所変更
受給者証の住所変更

・精神障害者保健福祉手帳
・写真（都外転入のみ）
・自立支援医療受給者証（精神通院）
・健康保険証(有効期間内のもの）または資格確認書
・印鑑
・申請内容によって、前住所の区市町村発行の課税・非課税証明書
（所得証明書）等
・マイナンバーカード

× ×

□

妊婦健康診査受診票の交付
子宮頚がん検診受診票の交付
超音波検査受診票の交付
妊婦歯科健診受診票の交付
新生児聴覚検査受診票の交付
マタニティサポート面談
妊婦給付認定の申請

・母子健康手帳
・妊婦健康診査受診票・新生児聴覚検査受診票など
（前住所の区市町村から発行されたもの）
※マタニティサポート面談は、転入された全ての妊婦が対象です。
こだっこWeb予約から事前にご予約ください。

妊娠中
こども家庭センター
母子保健担当
☎042-346-3701

× ×

□ 受給者証の住所変更 ※健康推進課へお問い合わせください すみやかに
健康推進課
庶務担当
☎042-346-9641

× ×

□

犬の登録事項変更届
※「犬と猫のマイクロチップ情報登録」の
サイトに登録を行っている場合は、オンラ
インにて変更手続きを行ってください。

・犬鑑札（前住所の区市町村発行） 変更があった日
から３０日以内

市
役
所

４
階

環境政策課
動物・環境美化推進担当
☎042-312-1796

○ ×

期　間 手続き窓口
出
張
所

土
曜
窓
口

障
　
が
　
い

身体障害者手帳、愛の手帳
をお持ちの方

すみやかに

健
康
福
祉
事
務

セ
ン
タ
ー

１
階

障がい者支援課
サービス支援担当
☎042-346-9542

精神障害者保健福祉手帳、
自立支援医療費制度（精神
通院医療）を利用している
方

分類
確
認

対　象　者
主な手続きの内容

（申請・注意事項等）
手続きに必要なもの

そ
 
の
 
他

妊娠中の方 健
康
セ
ン
タ
ー

１
階

指定難病医療費助成受給者
証、マル都医療券（難病等
及び大気汚染）または小児
慢性特定疾病医療受給者証
をお持ちの方

犬を飼っている方

他の区市町村から小平市へ

引越しされる方へ

・在留カードまたは特別永住者証明書（外国人の方）

※必要な書類がそろわないと、後日あらためてご来庁いただく場合があります。

手続きチェックシート
転入

転入届 新しい住所地に住み始めてから１４日以内に届出してください。

届出に必要なもの

・転出証明書（前住所地で発行されたもの） ※１

・本人確認書類（窓口に来られる方の分）※２

・マイナンバーカード（お持ちの方）

上記の本人確認書類をお持ちでない方は、健康保険の資格確認書、

年金手帳、学生証、社員証などを２点以上お持ちください。

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等官公署が発行

した顔写真付きのものになります。

※２ 本人確認書類について

関連する手続きは

内側にあります 代理人が手続きをする場合は？

・引っ越した本人が記入した委任状

・転出証明書（前住所地で発行されたもの）※１ ・代理人の本人確認書類 ※２

・転入される方の在留カードまたは特別永住者証明書（外国人の方）

※世帯主との続柄を証する文書（外国語によって作成されたものについては第三者による

訳文も添付）が必要になる場合があります。

市民課 窓口担当

☎０４２－３４６－９８０４（直通）

※１ 転出証明書について

マイナンバーカードを利用して転出手続きをされた方は、転出証明書

は発行されません。

※全ての関連手続きが記載され

ているものではありません。

ご注意ください。

※マイナンバーカードをお持ちの方は、継続手続きを行わないとカードが

失効しますので、ご注意ください。

こんなときはどうしたらいいの？

土曜窓口でも転入の手続きはできますか？ 海外からの転入など、一部受付ができない手続きがあります。詳しくはお問い合わせくださ

い。

小平市にある祖父母の家に大学生の孫を転入

させたいが、必要な持ち物は？

既存の世帯に転入する場合は、世帯主の同意が必要となります。事前に世帯主の同意を得

た旨を書面（同意書）で確認させていただきます。同意書の他は、表面の持ち物と変わり

ありません。

ＡＱ

Ｑ Ａ

小平市役所
〒１８７－８７０１

小平市小川町２－１３３３

☎０４２－３４１－１２１１（代表）

午前８時３０分から午後５時まで
（日曜日、祝日、年末年始の閉庁日はお休みです）

※土曜窓口は、本庁舎内の４課（市民課、保険年金課、税務課、収納課）

が午前８時３０分から午後０時１５分まで開庁していますが、取扱業務は、

平日の一部の業務に限られます。

海外から転入する際の必要書類は？Ｑ

転入された方全員の入国日がわかるもの（パスポート等。お持ちでない場合にはお問い合わせ

ください。）、戸籍全部事項証明書（戸籍謄本） 、戸籍附票（本籍・筆頭者を載せたもの）

が必要です。※小平市に本籍がある方は、戸籍関係の証明書は不要です。

また、外国人の方は在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。

。

Ａ



    転入に関するおもな手続き
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□ ○ ○

□ ７０歳から７４歳までの方
・負担区分証明書
（お持ちの方）

○ ○

□
国民健康保険の加入
資格確認書または資格情報のお知らせ
の交付（後日郵送）

○ ○

□
国民年金の加入
（２０歳から６０歳未満）

○ ○

□
後期高齢者医療資格確認書または資格
情報のお知らせの交付（後日郵送）

※保険年金課へお問い合わせください。
変更があった日から
１４日以内

○ ○

□ 東京都外から転入した方 負担区分の確認
・負担区分証明書
（前住所の区市町村発行）

○ ○

□
特定疾病療養受療証や、資
格確認書への限度区分の併
記が必要な方

特定疾病療養受療証や、任意記載事項
の併記などの申請

※都内からの引越しで、直前まで認定証
や、限度区分が併記された資格確認書を
持っていた方は申請不要です。

○ ○

□ 国民年金の加入
・パスポート（外国人の方）
・在留カード（外国人の方）

転入日から１４日以内
保険年金課
高齢者医療・年金担当
☎042-346-9531

○ ○

□

□
署名用電子証明書の再発行
※代理人が申請される場合は
市民課へお問い合わせください。

・マイナンバーカード
※住民基本台帳用（数字4桁）、署名用電子
証明書用（6～16桁の英数字）暗証番号を
確認の上、窓口にお越しください。

すみやかに
市
役
所

1
階

市民課
窓口担当
☎042-346-9804

△ △

□
納税通知書の送付先変更
（住所変更届）

すみやかに

税務課
土地担当
☎042-346-9524
家屋・償却資産担当
☎042-346-9525

○ ○

□ 納税管理人廃止申告 ・本人確認書類 転入日から１０日以内

税務課
市民税担当/土地担当/
家屋・償却資産担当
☎042-346-9522・
9523/9524/9525

○ ○

前住所の市区町村で
廃車手続きをしている方

・本人確認書類
・廃車証明書または廃車申告受付書
（前住所の区市町村発行）

前住所の市区町村で
廃車手続きをしていない方

・本人確認書類
・ナンバープレートと標識交付証明書
（前住所の区市町村発行）

□

□

□
児童手当の申請
※公務員の方は勤務先に申請してくだ
さい。

・金融機関の口座が分かるもの（保護者）
・マイナポータルの医療保険の資格情報、
資格確認書等（保護者）
※出張所では資格情報のお知らせ（A4サイ
ズの紙）、資格確認書

前住所地での転出予定日
の翌日から起算して
15日以内

○ ×

□ 乳幼児医療証（マル乳）の申請 ○ ×

□ 義務教育就学児医療証(マル子)の申請 ○ ×

□ 高校生等医療証(マル青)の申請 ○ ×

□
児童扶養手当、児童育成手当、
ひとり親家庭医療証（マル親）の申請

△ ×

□
特別児童扶養手当、児童育成手当、
心身障害児福祉手当の申請

× ×

□
①学童クラブの入会受付
②学童クラブの入会相談

※詳しくはお問い合わせ
ください。

こども若者みらい課
学童クラブ担当
☎042-346-9543

①○
②×

×

□ 住所変更 すみやかに
こども若者みらい課
相談支援担当
☎042-346-9628

× ×

□
①入園の相談
②入園・継続通園の手続き　など

①×
②△

×

□ 施設等利用給付認定申請　など × ×

□ 乳児等支援給付認定申請　など × ×

□ 補助金申請　など

保育課
幼稚園・認可外保育
施設担当
☎042-346-9645

× ×

□
①日本国籍の方の転校手続き「★」
②外国籍の方の転校手続き

在学校が発行する
・在学証明書
・教科書給与証明書

すみやかに
市
役
所

５
階

学務課
学事保健担当
☎042-346-9570

①〇
②×

△

□
０歳～高校１年生相当の年
齢のお子さんがいる方

予防接種の未接種の
ものがある方

予診票の交付 ・母子健康手帳 接種を受ける前まで
健康推進課
予防担当
☎042-346-3700

× ×

□
０歳～４歳未満のお子さん
がいる方

・乳幼児健康診査（3～4
か月児・1歳6か月児・3歳
児）に未受診がある方
・６～７か月児・９～１０
か月児健康診査(個別健診）
の受診票をお持ちでない方

乳幼児健康診査票の交付 ・母子健康手帳
原則月齢・年齢を
迎えるまで

こども家庭センター
母子保健担当
☎042-346-370１

× ×

介
 
護

□
前住所地における要介護度の
引き継ぎの手続き

・介護保険受給資格証明書
（前住所の区市町村発行）
　※お持ちでない場合も手続きできます。
・医療保険の資格情報のお知らせまたは資
格確認書

転入日から１４日以内

健
康
福
祉
事

務
セ
ン
タ
ー

１
階

高齢者支援課
認定担当
☎042-346-9759
電子申請で手続きでき
ます

× ×

※保育課へお問い合わせください。

①認可保育園等に入園希望の方
②認可保育園等に入園(内定)、または入園申込みをして
いるお子さんがいる方

幼稚園、認証保育所などの認可外保育施設を利用するお
子さんがいる方
※利用施設を通じて手続きをしていない場合

税務課
庶務担当
☎042-346-9521

保育課
入園・認定担当
☎042-346-9601

土
曜
窓
口

小学生～中学生のお子さんがいる方
（保護者のうち所得の高い方）

０歳～１８歳（一部２０歳未満）のお子さんがいて
・ひとり親家庭の方
・父または母に重度の障がいがある方
（児童扶養手当が全部停止の方を含む）

市
　
役
　
所
　
２
　
階

すみやかに

・マイナポータルの医療保険の資格情報、
資格確認書等（子）
※出張所では資格情報のお知らせ（A4サイ
ズの紙）、資格確認書

※こども若者みらい課へお問い合わせ
ください。

転入日から３０日以内

転入した月のうちに

高校生相当年齢のお子さんがいる方
（保護者のうち所得の高い方）

確
認

対　　　象　　　者
主な手続きの内容

（申請・注意事項等）
手続きに必要なもの

０歳～小学校入学前のお子さんがいる方
（保護者のうち所得の高い方）

国民健康保険の加入「★」
資格確認書または資格情報のお知らせ
の交付「★」（後日郵送）

要介護認定を受けている方
※住所地特例施設への転入者を除く

手続き窓口
出
張
所

期　間

確定申告でe-Taxを利用される方
（署名用電子証明書の再発行を希望される方）

すみやかに

軽自動車検査協会
東京主管事務所多摩支所
☎050-3816-3104

運輸支局にお問い合わせのうえ、手続きしてください。

幼稚園、認証保育所などの認可外保育施設を利用するお
子さんがいる方
※利用施設を通じて手続きをしていない場合

健
康
セ
ン
タ
ー

１
階

東京運輸支局
多摩自動車検査登録事務所
☎050-5540-2033

０歳～高校生相当年齢のお子さんがいる方
（保護者のうち所得の高い方）

①共済年金以外の方は原則届出は不要ですが、日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方、住民票の住
所と違う場所にお住まいの方、成年後見を受けている方などは、最寄りの年金事務所で届出してください。
②共済年金の方は共済組合にお問合せください。

軽自動車税申告と標識交付申請

こども若者みらい課
手当助成担当
☎042-346-9544

市
　
役
　
所
　
２
　
階

保
　
　
　
険

国民健康保険に加入する方

転入日より後に勤務先の
健康保険の資格が切れた方

７５歳以上の方または６５歳以上で
後期高齢者医療制度に加入している方

年
 
金

海外から転入した国民年金第１号被保険者の方

公立の小・中学校に転校する児童・生徒の保護者の方

障がいのあるお子さん（０歳～２０歳未満）がいる方
（特別児童扶養手当が支給停止の方を含む）

学童クラブの利用を希望される方

自立支援給付金等を受けている方

年金を受給中の方

海外からの転入で納税管理人を定めている方

市内に固定資産（土地・家屋）を所有している方

原動機付自転車
小型特殊自動車
をお持ちの方
（定置場が市内になる方）

□

総排気量１２５ｃｃ超のバイクをお持ちの方

こ
　
　
　
　
ど
　
　
　
　
も

こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）を利用す
るお子さんがいる方

●マイナンバーの情報連携がはじまり、マイナンバーの提示により、一部手続きに必要なもの（住民票や課税・非課税証明書（所得証明書）等）が省略できる場合がございますので、ご確認ください。
※申請書類等にマイナンバーを記入する場合、窓口でマイナンバー（個人番号）の分かる書類（原本）及び本人確認書類をあわせて提示してください。
●出張所・土曜窓口における「△」は、一部受付できない場合がありますので、手続き窓口へご確認ください。
●主な手続きの内容における「★」は、転入届と同時に市民課で一部受付できます。

税

変更があった日から
１４日以内

保険年金課
国民健康保険担当
☎042-346-9529

・勤務先の健康保険の資格喪失証明書
または離職票

資格喪失日より
１４日以内

保険年金課
高齢者医療・年金担当
☎042-346-9538

すみやかに

市
　
役
　
所
　
１
　
階

①ねんきんダイヤル
☎0570-05-1165

②各共済組合

分類

× ○

三輪・四輪の軽自動車をお持ちの方 軽自動車検査協会にお問い合わせのうえ、手続きしてください。

（裏面にも記載されています）   
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